
山陰西部国道事務所について

〇山陰西部国道事務所は山陰道の現場に近いメリットを活かし、地域の方々と連携し、整備をより一
層強力に推進するため、令和２年度より新たに山口県萩市に開設されました。

〇管轄する区間は島根・山口県境から西の山陰道の整備であり、道路計画、環境影響評価、調査設
計、用地取得、改築工事を担当します。
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山陰西部国道事務所管内

一般国道491号
俵山・豊田道路

延長13.9km

事業中

一般国道191号
木与防災
延長5.1km

事業中

山陰道
長門・俵山道路

延長5.5km

完成２車線開通
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延長15.2km
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※ 山陰道 萩・三隅道路は、国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所が整備、維持管理を行っています。
※ 山陰道 長門・俵山道路は、権限代行制度に則り国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所が整備したもので、道路の維

持管理は山口県が行っています。
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(浜田河川国道事務所が実施)
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